
  
糸谷教育長 ただいまの出席委員は４名であり、会議は成立いたします。 

  

 ただいまから、令和５年第１回雨竜町教育委員会を開会いたします。 

本委員会の説明員は別紙配布のとおりであります。 

 

日程第１「前回会議録の承認」についてですが、出席委員の署名をいた

だいておりますので、承認済みといたします。 

 

次に、日程第２「教育委員会行政報告」を行います。私から報告させて

いただきます。 

  

 （教育長 報告） 

  

 以上、教育委員会行政報告を終わります。 

 

「教育委員会行政報告」に対する質疑があればお受けいたします。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、以上で「教育委員会行政報告」を終わります。 

  

 次に、日程第３「議案第１号 雨竜町学校給食費助成金交付要綱の一部

を改正する訓令の制定について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第１号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第１号 雨竜町学校給食費助成金交付要綱

の一部を改正する訓令の制定について」は原案のとおり決することにご異

議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 



  

糸谷教育長 次に、日程第４「議案第２号 雨竜町学修学旅行費助成金交付要綱の一

部を改正する訓令の制定について」を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第２号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第２号 雨竜町学修学旅行費助成金交付要

綱の一部を改正する訓令の制定について」は原案のとおり決することにご

異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第５「議案第３号 雨竜町オンライン学習における情報機器

等貸与に関する要綱の一部を改正する訓令の制定について」を議題といた

します。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第３号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第３号 雨竜町オンライン学習における情

報機器等貸与に関する要綱の一部を改正する訓令の制定について」は原案

のとおり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 



  

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第６「議案第４号 雨竜町オンライン学習における通信費助

成金交付要綱の一部を改正する訓令の制定について」を議題といたしま

す。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第４号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 

おはかりいたします。「議案第４号 雨竜町オンライン学習における通

信費助成金交付要綱の一部を改正する訓令の制定について」は原案のとお

り決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

  

 次に、日程第７「議案第５号 雨竜町スポーツ奨励賞の表彰について」

を議題といたします。 

 

事務局より説明を求めます。教育課長。 

  

先 名 課 長 （議案説明） 

  

糸谷教育長 説明が終わりました。これより質疑に入ります。議案第５号について質

疑ありませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 

 

なければ、これをもって質疑を終了いたします。 

 



 

 

 

おはかりいたします。「議案第５号 雨竜町スポーツ奨励賞の表彰につ

いて」は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 異議なしと認めます。 

 

よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

  

糸谷教育長 以上で、本委員会に提案のあった全議案の審議を終了しましたが、次

に委員提案事項がありましたら、お受けいたします。 

  

 よろしいでしょうか。 

委員の方からなければ事務局から報告事項と今後の日程について説明願

います。 

  

先 名 課 長 （報告事項と今後の日程について 別途配布資料により説明） 

 

内容 

①令和５年度雨竜町教育費予算案概要について 

②学校法人田中学園立命館慶祥小学校との連携事業について 

③令和５年度雨竜町立学校における学校休業日の設定について 

④令和５年度雨竜町立学校における修学旅行について 

⑤雨竜町子ども模擬議会提案事項への対応について 

⑥雨竜町ジュニアスクール受講者数について 

⑦学校宛に送付される不審なファクシミリへの対応について 

⑧新型コロナウィルス感染症に関する保護者宛配布物について 

 

  

糸谷教育長 ただいま報告事項と今後の日程について説明がありました。何かご質問

等あればお受けいたします。 

  

浦 本 委 員 街灯の設置関係ですが、町道東２号線に設置するということで、いいこ

とだと思います。しかし冬場は通らず国道で通っている。家の前を子ども

たちが通るが、冬になると暗くて街灯がない中、国道なので要望になるの

かと思うが、子どもたちは裏側だけを言っていたのか国道も含めての要望

なのかを確認したい。 

  

先 名 課 長 基本的には通学路ですので東２号線のことでございます。ただ冬場にな

ると除雪・排雪の関係で道が狭くなることや、部活動の帰りなども暗いの

で国道を使ってほしいという指導を学校側からしているところであります

が、国道が暗いという指摘については現在間引きをしているということを

聞いていますので、支障が出てくるようであれば私どもから要請をして、



間引きを緩めてもらうとか、点灯していない街灯を再点灯してもらうなど

の要請をしていきたいと考えております。 

  

糸谷教育長 他にございませんか。 

  

全 委 員 （なしの声あり） 

  

糸谷教育長 なければ、以上をもちまして令和５年第１回雨竜町教育委員会を閉会い

たします。 

 


